
令和７年度事業計画 

 １ 会 議      定款 第１７条、第３１条 

  本会の運営、事業実施円滑化を図るため、次の会議を開催する。 

（１）評議員会 

 定 時 令和 7年６月１９日（木） 午前10時30分 ～ 正午 岐阜高校研究・研修室 

（２）理事会 

 第１回 令和７年５月２２日（木） 午前10時30分 ～ 正午 オンライン開催 

 第２回 令和７年６月１９日（木） 午後1時 ～ 午後2時 岐阜高校研究・研修室 

 第３回 令和７年７月１７日（木） 午前10時30分 ～ 正午 オンライン開催 

 第４回 令和８年２月 ５日（木） 午前10時30分 ～ 正午 オンライン開催 

（３）理事研修会 

 第１回 令和７年６月１９日（木） 午後2時 ～ 午後3時 岐阜高校研究・研修室 

     講師 安全互助会 サポートデスク 吉谷 正 様 「共済業務と準備金・備金について」 

 

２ 調査研究事業   定款 第４条第１項 

生徒の安全及び健康に関する調査研究を行う。 

（１） 全国の安全振興会、安全互助会の実態調査研究  通年    

（２） 役員会、総会及び研究大会、研修会、担当者会への出席    

 ア ＰＴＡ・青少年教育団体共済法研修会  令和７年（開催未定） 文部科学省 

 イ 全国安全互助会総会及び研究大会 令和７年11月 27日（木） 沖縄県 

 ウ 全国高等学校等安全互助会研究協議会 令和７年11月 28日（金） 上記と共催 

 エ ＰＴＡ・青少年教育団体共済法研修会 令和８年（開催未定） 文部科学省 

    

３ 安全教育の普及充実事業  定款 第４条第２項 

（１）共催事業      

   岐阜県高等学校ＰＴＡ連合会と共催して、下記事業において本会への理解を深め、会員への啓発活

動を通して生徒の健康・安全の増進を図る。 

共 催 事 業 名 期      日 会    場 

高Ｐ連 総   会 令和７年 ５月３０日（金） オンライン開催 

高Ｐ連 ＰＴフォーラム大会 令和７年１０月３１日（金） 不二羽島文化センター 

高Ｐ連 地区活動事業 令和７年度内 県内各会場  

（２）広報事業 

本会の運営状況及び事業等について、会員の理解を深めるとともに、生徒の安全及び健康に関す

る意識の啓発を図るために広報紙を発行する。 

   ア 会報、安全振興会だよりの発行 

   （ア）会報         第34号 令和７年  7月  全会員対象 

   （イ）安全振興会だより   第34号 令和７年 12月  全会員対象 

   イ 安全振興会手引の活用          令和８年２月 学校へ各４部配布 

   ウ 加入案内「安全振興会のご案内」の発行  令和８年２月 学校を通じて全保護者に配布 

 



 

（３）第３期安全健康支援事業（令和６年６月～１１年５月）の実施継続 

ＡＥＤを希望した８０校に対し、レンタル５年契約により各校１台ずつ令和６年６月から設置を 

開始した。現在はＡＥＤレンタル料金 251,405円/月を契約業者（セコム㈱）に支払いを継続中。 

（４）創立４０周年記念事業（令和７年度実施） 

  ア 予算配分 

現在のところ 学校１校当たりの贈呈額  平均 ４０万円（総額４,３６０万円）として、 

   令和２年度実施の創立 35周年記念事業での予算按分を参考にして下記のとおり配分する。 

  （１０９校対象） 

           内訳 各校の基礎贈呈額          上記の６０％ ２４万円  

              各校の加入者の純掛金額を参考に按分 上記の２０％  ８万円 

              各校の純掛金－給付金額を参考に按分 上記の２０％  ８万円 

    ・上記は令和６年度第４回理事会にて確認済 

    ・４,３６０万円程度の予算総額については、当会契約会計事務所にも確認済 

 

イ 各校への物品贈呈額の最終決定・各校への報告等 

   （ア）令和７年５月 

      ・令和７年度第１回理事会にて各校への物品贈呈額の最終決定        

   （イ）令和７年５月 

      ・各校へ物品贈呈額の最終決定通知と物品贈呈についての各種書類提出の依頼文書の発送 

（ウ）令和７年８月 

   ・各校から提出された物品の審議  

（エ）令和７年９月 

   ・各校へ贈呈物品決定の通知 

（オ）令和７年１０月 

   ・業者への贈呈物品の正式見積もり依頼 

（カ）令和７年１１月 

     ・業者から各校へ納品 

  （キ）令和７年１２月 

     ・業者指定口座への振り込み 

 

４ 助成事業     定款 第４条第３項 

（１）安全及び健康教育に関する研究会・研修会等開催への助成事業 

   生徒の安全及び健康に関する実践活動を推進する関係団体が主催する事業等に助成する。 

（２）生徒の健全な教育活動を支援するための研究会・研修会等への助成事業 

   学校における教科及び特別活動等について生徒の健全な教育活動を支援するための研究会・研修

会等に対して助成する。 

 

５ 給付事業     定款 第４条第４項 

   生徒の災害に対して、一般財団法人岐阜県高等学校安全振興会共済規程により給付を行う。 

   傷病共済金、障がい共済金、死亡共済金、義歯共済金、香料 

 

６ 関係団体との連携 定款 第４条第５項 

（１）関係諸団体とも連携をして活動の充実発展を期す。 


